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民法の判例から

ケース（１５）：
ひようしゃ

被用者への
きゅうしょう

求 償

【事実関係】

　
かいしゃ

会社Xは、
せ き ゆ

石油やプロパンガスなどの
きけんぶつ

危険物を
うんそう

運送する
ぎょうむ

業務を
おこな

行っていた。Ｙは、
かいしゃ

会社

Xで
うんてんしゅ

運転手として
はたら

働いていた。Ｙは
ふ つ う

普通、
こがたかもつじどうしゃ

小型貨物自動車を
うんてん

運転する
し ご と

仕事を
おこな

行っていて、

Ｙの
き ん む

勤務
せいせき

成績は、きわめて
よ

良かった。ある
ひ

日、
かいしゃ

会社の
とくべつ

特別の
めいれい

命令で、Ｙは
おおがた

大型タンクロー

リーを
うんてん

運転することになった。
な

慣れない
おおがたしゃ

大型車を
うんてん

運転したため、
まえ

前を
はし

走る
くるま

車との
しゃかんきょり

車間距離

を
じゅうぶん

十分にとらなかった。
とつぜん

突然、
まえ

前の
くるま

車が
きゅう

急に
ていしゃ

停車した。Ｙは
あわ

慌ててブレーキを
ふ

踏んだが
ま

間に
あ

合わず、
ついとつ

追突してしまった。
まえ

前の
くるま

車が
は そ ん

破損し、また、タンクローリーも
そんがい

損害を
う

受けた。

この
こ う つ う じ こ

交通事故の
げんいん

原因について、
けいさつ

警察は、Ｙに
か し つ

過失があったと
はんだん

判断した。

　ところが、
かいしゃ

会社Xは、
かいしゃ

会社が
しょゆう

所有する
じどうしゃ

自動車に
たいじんばいしょうせきにんほけん

対人賠償責任保険だけをかけていて、
たいぶつ

対物
ばいしょう

賠償
せきにん

責任
ほ け ん

保険にも、
しゃりょうほけん

車両保険にも
かにゅう

加入していなかった。このため
がいしゃ

会社Xは、
は そ ん

破損した
くるま

車の
しょゆうしゃ

所有者である Aに、その
そんがい

損害の
ぜんがく

全額を
し は ら

支払わなければならなかった。それだけでなく、

タンクローリーの
しゅうり

修理のためにも、
かいしゃ

会社Xは
ひ よ う

費用を
し は ら

支払わなければならなかった。

　そこで
かいしゃ

会社Xは、
みんぽうだい

民法第715
じょうだい

条第3
こう

項の
きゅうしょうけん

求 償 権に
もと

基づき、Aに
し は ら

支払った
ばいしょうきん

賠償金に、タ

ンクローリーの
しゅうりひ

修理費を
くわ

加えた
がく

額の
し は ら

支払いをＹに
せいきゅう

請求して、
て い そ

提訴した。

　
だいいっしん

第一審で
さいばんしょ

裁判所は「Xの
せいきゅう

請求は、
よんぶん

四分の
いち

一を
こ

超える
ぶ ぶ ん

部分については、
しんぎそく

信義則に
はん

反してい

て
ふ

不
こうへい

公平であり、
け ん り

権利の
らんよう

濫用である」と
はんけつ

判決した。Xは
こ う そ

控訴したが、
こうそしんさいばんしょ

控訴審裁判所も
だいいっしん

第一審
はんけつ

判決を
し じ

支持して、
こ う そ

控訴を
ききゃく

棄却した。そこで Xは
じょうこく

上告した。

【判旨】

　
さいこうさいばんしょ

最高裁判所もまた、
だいいっしんはんけつ

第一審判決を
し じ

支持して
つぎ

次のように
ろん

論じた：「
ひようしゃ

被用者が、
しようしゃ

使用者の
じぎょう

事業を
しっこう

執行している
さい

際に
ふ ほ う こ う い

不法行為を
おか

犯したために、
だいさんしゃ

第三者に
そんがい

損害が
およ

及び、そのために
しようしゃ

使用者がその
そんがい

損害
ばいしょう

賠償
せきにん

責任を
ふ た ん

負担した
ばあい

場合、または
じ ぶ ん

自分が
そんがい

損害を
こうむ

被った場合には、その
そんがい

損害は、
しようしゃ

使用者と
ひようしゃ

被用者との間で
こうへい

公平に
ぶんたん

分担されるべきである。したがって
しようしゃ

使用者は、
ひようしゃ

被用者に
たい

対して
きゅうしょう

求 償の
せいきゅう

請求または
そんがいばいしょう

損害賠償の
せいきゅう

請求をすることができるが、その
は ん い

範囲は、
しんぎそく

信義則に
もと

基づいて『
そうとう

相当』と
みと

認められる
て い ど

程度に
かぎ

限られる」。そして、その「
こうへい

公平な
ぶんたん

分担」

を
さだ

定めるためには「
じぎょう

事業の
せいかく

性格、
ひようしゃ

被用者の
しょくむ

職務の
ないよう

内容、
ろうどうじょうけん

労働条件、
き ん む

勤務
た い ど

態度、
か が い こ う い

加害行為の
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たいよう

態様など、
しょはん

諸般の
じじょう

事情を
こうりょ

考慮しなければならない。その
さい

際、
か が い こ う い

加害行為の
よ ぼ う

予防ならびに
ほ け ん

保険

による
そんがい

損害の
ぶんさん

分散について、
しようしゃ

使用者がどの
て い ど

程度、
はいりょ

配慮していたかという
てん

点も、そうした
じじょう

事情に
ふく

含まれる」と
はんだん

判断した。

民法第 715条（
しようしゃなど

使用者等の
せきにん

責任）⇄　มาตรา ๔๒๖, ๔๒๗
①ある

じぎょう

事業のために
た に ん

他人を
し よ う

使用する
もの

者は、
ひようしゃ

被用者がその
じぎょう

事業の
しっこう

執行について
だいさんしゃ

第三者に
くわ

加え

た
そんがい

損害を
ばいしょう

賠償する
せきにん

責任を
お

負う。ただし、
しようしゃ

使用者が
ひようしゃ

被用者の
せんにん

選任およびその
じぎょう

事業の
かんとく

監督につ

いて
そうとう

相当の
ちゅうい

注意をしたとき、または
そうとう

相当の
ちゅうい

注意をしても
そんがい

損害が
しょう

生ずべきであったときは、

この
かぎ

限りでない。

②
しようしゃ

使用者に
か

代わって
じぎょう

事業を
かんとく

監督する
もの

者も、
ぜんこう

前項の
せきにん

責任を
お

負う。

③
ぜん

前２
こう

項の
き て い

規定は、
しようしゃ

使用者または
かんとくしゃ

監督者から
ひようしゃ

被用者に
たい

対する
きゅうしょうけん

求 償 権の
こ う し

行使を
さまた

妨 げない。
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